
研修資料
新型コロナウイルス感染症に
関連した人権侵害防止に
ついて

令和５年(202３年)３月１６日現在

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成
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本研修の構成

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

1．本県の感染症にかかる情報の公表等について

感染症にかかる公表の基準や正しい認識の周知について説明します

2．本県の人権侵害等の状況

緊急WEBアンケート結果や相談状況結果、対応について説明します

ジンケンダーテレビスポットCM「感染症啓発編」（30秒）

3．法改正による偏見や差別を防止するための規定について

新型インフルエンザ等対策特措法一部改正法の内容について、内閣官房通知をもとに説明します

4．人権侵害を防止するために

「今こそ、思いやりの心を」をテーマに説明します

ジンケンダーテレビスポットCM「新型コロナ感染症人権啓発・相談窓口編」（30秒）

5．新型コロナウイルス感染症をよく知ること（ワクチンハラスメント防止を含む）

厚生労働省発表資料および県ワクチン関係資料から説明します

※感染状況は日々変化しています。厚生労働省のホームページに随時最新の情報が

更新されていますので、できる限り最新の情報を活用するようにしてください。
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１．本県の感染症にかかる情報の
公表等について

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（１）感染者の発生等にかかる情報の公表について

 感染予防に必要な情報は公表しつつ、差別や風評被害につながらないよう配慮

【公表の考え方】

• 勤務先や学校、利用施設等の名称は原則非公表

• 10歳未満の性別は非公表、100歳以上の年齢は90歳代と同じ区分「90歳以上」で公表

• 個別の発生例と紐づけすることなく、感染拡大防止に必要な情報をわかりやすく周知するため、流行曲線や感染経路の

割合、年齢群別の症状等をグラフであらわし、日報・週報をホームページに掲載

★日報・週報の公表例（一部）

3



１．本県の感染症にかかる情報の
公表等について

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（２）感染症にかかる正しい認識の周知について

的確な感染情報に加え、「どのように感染するのか」「感染を予防するためにどのようなことに注意す
ればよいのか」、「誰もが感染する可能性のある疾病であること」など、正しい知識と認識の発信・周知が
必要。

◎県広報誌「プラスワン」（令和2年５・６月号）に特集記事を掲載

◎病床稼働率や重症者数等を掲載した発生
状況一覧表を毎日公表

4

感染して療養した場合、退院（退所）した後には、自宅待機やPCR検査を受ける必要はありません。

本県の調査でも、医療従事者の感染率が一般の方と比べて高くないことが明らかになりました。



２．本県の人権侵害等の状況

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（１）令和２年５月実施WEBアンケート結果より

Q5.新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、
医療従事者、生活物資の輸送など社会機能の維持に貢
献してくださっている方々、帰国者、外国人など（い
ずれもその家族を含む）への不当な差別や誹謗中傷、
いじめ等を見聞きしたことがありますか。

Q6.Q5で「ある」とお答えの方にお伺いします。
どこで見聞きしましたか。（いくつでも）
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滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

https://www.youtube.com/watch?v=8uRTR9faHMI&feature=youtu.be

よりご覧ください。
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滋賀県総合企画部人権施策推進課作成
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※動画が見られない場合

①ジンケンダー「感染症啓発編」 ②夜勤疲れたね ④ジンケンダー

⑤病院の人へそういう発言はダメ
なのだー

⑥コロナがうつるやんか ⑦コロナは誰がどこでうつるか分から
んぞ。あんたもじゃ

③バスに乗らんといて

⑧みんなのために頑張ってくれている
人たちにはエールを送らんとな

⑩コロナに負けるな！こんな時こそお互いの人
権を尊重し、思いやりをもって行動しましょう

⑨今日もみんなに救われたジンケン
ダーであった



２．本県の人権侵害等の状況

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（２）相談件数の状況（令和２年９月～令和５年２月）

①「新型コロナ人権相談ほっとライン」 ②「人権侵害対応チーム」
③「人権相談室」
(公財)滋賀県人権セン
ター

④人権施策推進
課 合 計

（令和2年9月1日～対応） （令和2年8月31日までの対応）
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①「新型コロナ人権相談ほっとライン」月別相談状況
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２．本県の人権侵害等の状況

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（３）主な相談内容および対応事例

○感染者の個人情報がインターネット掲示板に書き込まれた

⇒インターネット掲示板の削除要請方法を案内するとともに、相談内容に対応できる法務局も紹介

○SNSにクラスター発生施設とデマを書き込まれた

⇒弁護士相談を実施後、法的措置に向け弁護士を紹介

○電柱や看板に「コロナ」と落書きされた

⇒警察への被害届提出を支援

○勤務する事業所で、感染防止の研修をする際、職員の家族が感染した事例を実名を出してすると言われた

⇒事業所に研修で実名を出す必要がないことを説明

○感染後、自治会内で「引っ越しする」とのデマが流された

⇒市町の担当課を通じて自治会会長に申し入れを行った

○入院された方から、退院後地域から差別されないか心配している

⇒相談者の意向により今後の啓発へ活用

○感染者の子どもの習い事先で、親の感染情報が流された

⇒市町の担当課を通じて習い事先に適切な対応を行うよう申し入れを行った
9



３．法改正による偏見や差別を防止する
ための規定について

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（１）新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律
（令和３年２月１３日施行）

特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差
別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定
が設けられました。

国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓
発活動を行います。

（令和3年2月12日付、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から滋
賀県知事への事務連絡より抜粋）
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滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

(内閣官房事務連絡より引用）
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新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。
下の事例のような偏見や差別は決して許されません。

【事例】
（学校で感染者が出たたことを理由に、学生やその家族に対して来店を拒否
する）



４．人権侵害を防止するために
今こそ、思いやりの心を

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（１）差別や偏見はなぜ起こるのか？

①ウイルスが心や行動を支配する

見えない
ウイルス

不安・
おそれ

不確かな情
報も信じて
しまう？
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４．人権侵害を防止するために
今こそ、思いやりの心を

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（１）差別や偏見はなぜ起こるのか？

②無自覚のうちに育つ差別や偏見

社会

差別や偏見

一人ひと

りの不安

やおそれ

不確か

な情報
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４．人権侵害を防止するために
今こそ、思いやりの心を

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（２）今、私たちにできること

①繰り返される人権侵害

ハンセン病患者・家族

これまでの事例

エイズ患者・HIV感染者

肝炎患者

インターネット・
SNS上で不確か
な情報の氾濫

○同じ差別の構図
○今回特有の差別
（医療従事者等への差別）

・情報リテラシーの向上
・一人ひとりの意識や行動を変える

積み重ねて差別や偏見を減らす！
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４．人権侵害を防止するために
今こそ、思いやりの心を

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（２）今、私たちにできること

②思いやりと敬意をもって行動しよう

ウイル
ス

不安や恐れのコントロール
冷静に考えてみる

恐れ

自分事として考える
相手を思いやる

15



滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

よりご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=7s6sMpvDYU4&feature=youtu.be
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※動画が見られない場合

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成 17

①新型コロナウイルス感染症に関して
差別や誹謗・中傷が発生しています

②この感染症は、誰もが感染する
可能性のある病気です

③誹謗・中傷をしても感染は防げません

④明日はあなたが感染し、差別を受ける
側になるかもしれません

⑤相手の気持ちを思いやった
冷静な行動をお願いします

⑥『おもいやり』と『やさしさ』の
輪を広げましょう



４．人権侵害を防止するために
今こそ、思いやりの心を

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（３）人権侵害の防止は感染症対策の一つ

コロナの差別、偏見が増える

・医療従事者やエッセンシャ
ルワーカーの離職増の可能性

・検査を避ける、感染を隠す

感染拡大が抑えにくくなる

こういう
時だから
こそ
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「差別をするな」、

「差別をしない」

だけではなく

自分事ととらえ、自

らの気付きや行動に

思いやりとやさしさ

の輪を広げましょう



４．人権侵害を防止するために
今こそ、思いやりの心を

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

（４）「STOP!!コロナ差別、NO MORE!!ワクチンハラスメント」
県民運動共同メッセージの発出について
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令和4年（2022年）1月17日に、大津地方法務局長、滋賀県教育委員会教育長、滋賀県
人権擁護委員連合会会長、滋賀県知事、滋賀弁護士会会長、滋賀労働局長の6者から共
同でメッセージを発出しました！

現在趣旨に賛同いただける事業所、学校等を募集しています！
詳しくは下の二次元コードからご覧ください。

宣 言
一新型コロナウイルス感染症に関連したあらゆる人権侵害を防止します！
一新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害の被害者を支援します！
一未来に誇れる人権尊重の社会づくりに邁進します！



５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

①

A 日本では、これまで に 33,354,244人が新型コロナウイルス感染症と診断されており、これは全人口 の

約26.5% に相当します。国内の発生状況などに関する最新 の情報は、以下のリンクをご参照ください：

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid 19/kokunainohasseijoukyou.html

※感染していても症状が現れず医療機関を受診しない人などがいるため、必ずしも感染した人すべてを表す人数ではありません。

※人数は 2023 年 ３月１５日２４時点
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令和５年３月１４日２４時時点



滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

②
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A 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の割合や死亡する人の割合は 年齢に

よって異なり、高齢者は高く、若者は低い 傾向にあります。重症化する割合や死亡する割合は以前と比べ低下しており、

オミクロン株が流行の主体である 2022 年７月から８月に診断された人の中では、

・ 重症化した人の割合は 50歳代以下で0.01％、50 歳代以下で 0.01 ％、 60・70 歳代で 0.26% 、 80 歳代以上で 1.86 、

・ 死亡した人の割合は 50 歳代以下で 0.00 ％、 60・70 歳代で 0.18 ％、 80 歳代以上で 1.69%となっています。

※「重症化する人の割合」は 、新型コロナウイルス感染症と診断された症例（無症状を含む）のうち、集中治療室での治療や人工呼吸器等による治療を行った 症例また は死亡 した症例の 割合。

５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより



滋賀県総合企画部人権施策推進課作成
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５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより

③



滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

⑤

５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより

④
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本県では、新型コロナウイ
ルス感染症が確認された
全ての方に対して、保健所
が主体となり濃厚接触者
の特定や入院等の隔離措
置等の対策を徹底して
行っています。
また、感染者に対して退院
後も4週間の健康観察を
お願いしています。



滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

⑥
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５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより



⑦
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５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成



⑧
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５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成
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５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより

⑨

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

ワクチンの接種は努力義務です。
持病や安全性への不安などから、接種
できない人もいます。
新型コロナウイルス感染症への不安や
恐れから、そういった人たちに対する
差別や誹謗中傷（ワクチンハラスメン
ト）が発生しています。
正しい情報を知り、冷静な行動をお願
いします。
ワクチンハラスメントの被害にあった
ときは、新型コロナ人権相談ほっとラ
インまでご相談ください。



滋賀県総合企画部人権施策推進課作成
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滋賀県では、【10～20代の方向け】
新型コロナワクチンの疑問や不安を解消するための動画
「正しく知ろう！新型コロナワクチンのこと」
を制作しています。



滋賀県総合企画部人権施策推進課作成
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①ワクチンの効果・メリットは？いつから効くの？
②副反応はどんな症状？アナフィラキシーって？
③mRNAワクチンって?ワクチンの仕組みや成分は?
④接種するにあたって注意すべきことは？
⑤気を付けることは？当日してはいけないことは？
⑥副反応で発熱したら？相談窓口は？

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/321231.html

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/321231.html


ワクチンハラスメント防止
ラジオスポット広告を現在制作しています！
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ワクチンハラスメント防止
ラジオスポット広告を現在制作しました！
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よりご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=asgD_oAMvZk=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=asgD_oAMvZk=youtu.be
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ナレーション ：これは、とある職場での会話です。

Ａさん（上司：男性）：新型コロナウイルスのワクチン打った？

Bさん（部下：男性）：いえ…（心の声：言いたくないなぁ…）

Ａさん（上司：男性）：どうして打たないの？
打たないと、やめてもらうことになるかも。

ナレーション ：もしかして、こんな会話していませんか？
こういった会話が、新型コロナウイルスワクチンを接種しない人への差別につながります。

新型コロナウイルスワクチンの接種は、本人の同意に基づくものであり、強制ではありません。
さまざまな理由でワクチンを接種出来ない人もいます。
ワクチンの接種を強要したり、ワクチンを接種していないことを理由に差別をすることは、
ワクチンハラスメントになります。

ナレーション ：やめよう、ワクチンハラスメント！
こんな時だからこそ、一人ひとりが思いやりを！
滋賀県からのお知らせでした。

※動画が見られない場合



⑩
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５．新型コロナウイルス感染症をよく知ること
厚生労働省発表資料および厚生労働省ホームページより

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成 正しく知り、正しく恐れる



ご清聴ありがとうございました。

滋賀県総合企画部人権施策推進課作成

問い合わせ先・実施報告書提出先

滋賀県総合企画部人権施策推進課
電話：077-528-3533 ファクシミリ：077-528-4852
E-mail：cf00@pref.shiga.lg.jp

各種リンク先等

・滋賀県 「新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害の防止について」
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/312226.html
・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・法務省 「新型コロナウイルス感染症に関連して －差別や偏見をなくしましょう－」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html
・公益財団法人滋賀県人権センター 「新型コロナ人権相談ほっとライン」
https://www.shigajinken.or.jp/coronasoudan-guide.html
・公益財団法人人権教育啓発推進センター
「新型コロナウイルス感染症と人権に関する座談会」特設サイト
http://www.jinken-library.jp/corona2020/
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（インターネット報告用バーコード）
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